
◎佐賀県条例第44号

　　　佐賀県職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

（佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第１条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例（平成４年佐賀県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

（育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。

(1)～(3) 略

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ｱ) 略

(ｲ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」

という。）を超えて特定職に引き続き在職することが見込

まれる非常勤職員（当該子の１歳到達日から１年を経過す

る日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更

新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが

明らかである非常勤職員を除く。）

(ｳ) 略

イ 次条第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育

する子の１歳到達日（当該子について当該非常勤職員がする

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休

業をしている非常勤職員に限る。）

ウ 略

（育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げ

る職員とする。

(1)～(3) 略

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ｱ) 略

(ｲ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する

子をいう。以下同じ。）が１歳６箇月に達する日（第２条

の３第３号において「１歳６箇月到達日」という。）まで

に、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了すること及び特定職に引き続き採用されな

いことが明らかでない非常勤職員

(ｳ) 略

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（そ

の養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」といい、

当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日を含む。）において育児休業をしている

非常勤職員に限る。）

ウ 略
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改正前 改正後

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1)・(2) 略

(3) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育するため、非

常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職

員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に

該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日）)

の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる

場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっ

ては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合で

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者）

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福

祉法（昭和22年法律第164号）第６条の４第２項に規定する養育

里親である職員（児童の親その他の同法第27条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第１項

に規定する里親である職員であって養子縁組によって養親となる

ことを希望している者として当該児童を委託することができない

ものに限る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託され

ている当該児童とする。

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1)・(2) 略

(3) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育するため、非

常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職

員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に

該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日

（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日）)

の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる

場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっ

ては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合で
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改正前 改正後

あって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子が

１歳６箇月に達する日

ア・イ 略

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間）

第２条の３ 略

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事

情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産

したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第５条

に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取

り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは

同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により

職員と別居することとなったこと。

(2)～(5) 略

(6) 第２条の２第３号に掲げる場合に該当すること。

(7) 略

あって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の

１歳６箇月到達日

ア・イ 略

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間）

第２条の４ 略

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事

情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め又は出産した

ことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の

休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなっ

たこと。

ア 死亡した場合

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当し

たことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規

定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなった

こと。

ア 前号ア又はイに掲げる場合

イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定に

よる請求に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組

の成立の審判が確定した場合を除く｡）又は養子縁組が成立

しないまま児童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置

が解除された場合

(3)～(6) 略

(7) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること。

(8) 略
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第２条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正前 改正後

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しな

い場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情）

第11条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事

情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に規定する育児

短時間勤務をいう。以下同じ。）をしている職員が産前の休業

を始め若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認

が効力を失い、又は第13条第１号に掲げる事由に該当したこと

により当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前

の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係

る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなっ

たこと。

(2)～(6) 略

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しな

い場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情）

第11条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事

情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に規定する育児

短時間勤務をいう。以下同じ。）をしている職員が産前の休業

を始め又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効

力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第３条第１

号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第13条第１号に掲げる事

由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消さ

れた後、同号に規定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイ

に掲げる場合に該当することとなったこと。

(3)～(7) 略

改正前 改正後

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者）

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福

祉法（昭和22年法律第164号）第６条の４第２項に規定する養育

里親である職員（児童の親その他の同法第27条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第１項

に規定する里親である職員であって養子縁組によって養親となる

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者）

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福

祉法（昭和22年法律第164号）第６条の４第１号に規定する養育

里親である職員（児童の親その他の同法第27条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により、同法第６条の４第２号

に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができな
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（佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第３条 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和37年佐賀県条例第59号）の一部を次のように改正する。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

（佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

改正前 改正後

ことを希望している者として当該児童を委託することができない

ものに限る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託され

ている当該児童とする。

い職員に限る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託さ

れている当該児童とする。

改正前 改正後

（給与の減額）

第16条 略

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子を養育するため１日の勤務時間の一部を勤務しないことを

いう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の

父母その他任命権者が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により

任命権者が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認めら

れる場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合

には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、

勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第16条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第110号）第２条第１項の承認を受けた職員には、育児休業をし

ている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及

び勤勉手当については、この限りでない。

（給与の減額）

第16条 略

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

110号）第２条第１項に規定する子をいう。）を養育するため１日

の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）又は介護休暇（当

該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が別に

定める者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が別に定める期間

にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、

勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわ

らず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額

を減額して給与を支給する。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第16条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の

承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給

与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、こ

の限りでない。
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第４条 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和42年佐賀県条例第６号）の一部を次のように改正す

る。

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

附 則

この条例は、平成29年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定については、平成29年４月１日から施行する。

改正前 改正後

（給与の減額）

第17条 略

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子を養育するため１日の勤務時間の一部を勤務しないことを

いう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の

父母その他知事が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により知事

が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの

介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前

項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時

間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第18条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第110号）第２条第１項の承認を受けた職員には、育児休業をし

ている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及

び勤勉手当については、この限りでない。

（給与の減額）

第17条 略

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

110号）第２条第１項に規定する子をいう。）を養育するため１日

の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）又は介護休暇（当

該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他知事が別に定め

る者で負傷、疾病又は老齢により知事が別に定める期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しな

いことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）の

承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する。

（育児休業の承認を受けた職員の給与）

第18条の２ 地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項の

承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給

与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、こ

の限りでない。
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